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平和宣言  

1945年、今から 78年前、ここ沖縄で一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が繰り広げら

れました。90 日に及ぶ鉄の暴風は島々の山容を変え、豊かな自然と文化遺産のほとん

どを破壊し、20 万人余りの尊い命を奪い去りました。沖縄県民は、地上戦だけではな

く、南洋諸島からの引き揚げ船の撃沈や、学童疎開船の犠牲、10・10 空襲、学徒の動

員、戦争マラリアなど、想像を絶する被害を受けました、 

毎年、6 月 23 日を迎えるたびに、戦争体験者が戦争の不条理と残酷さを、後世に語

り継いできてくれた実相と教訓を胸に刻み、あらゆる戦争を憎み、二度と沖縄を戦場に

してはならないと、決意を新たにするのです。戦後 27 年に及ぶ米国統治を経て、1972

年に本土に復帰してから 51 年となりました。しかしながら、現在もなお、在日米軍専

用施設面積の約 70.3 ㌫が本県に集中し続け、航空機騒音をはじめ、水質や土壌等の環

境汚染、航空機事故、米軍人・軍属等による事件・事故など、県民生活に様々な影響を

生じさせています。このため沖縄県は、在沖米軍基地の更なる整理・縮小、日米地位協

定の抜本的な見直し、普天間飛行場の 1 日も早い危険性の除去と早期閉鎖、・返還、辺

野古新基地建設の断念等、基地問題の解決を強く求め続けてまいります。 

昨年 12 月に閣議決定された「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」及び「防衛力整

備計画」においては、沖縄における防衛力強化に関連する記述が多数見られることなど、

苛烈な地上戦の記憶と相まって、県民の間に大きな不安を生じさせており、対話による

平和外交が求められています。ロシアによるウクライナ侵攻から 1年 4カ月が経過しよ

うとしており、現在も憂慮すべき事態が続いております。沖縄県民は、国際社会の連帯

と協力による一日も早い停戦が実現し、平穏な生活を取り戻せることを願っております。 

今ある命、今に残る文化、自然環境、これらを未来を担う子や孫達に受け継いでいく

ことが、人々が共有する願いであるということを確かめ合ってまいりましょう。 

アジア太平洋地域における関係国等による平和的な外交と対話による緊張緩和と信

頼醸成、そしてそれを支える県民・国民の理解と行動が、これまで以上に必要になって

きています。私たちは、アジア太平洋地域における観光、経済、環境、保健・医療、教

育、文化、平和など多分野にわたる国際交流を通じて、沖縄県が築いてきたネットワー

クを最大限に活用した独自の地域外交を展開し、同地域における平和構築に貢献できる

ように努めてまいります。 

沖縄県では、ここ平和祈念公園に、「沖縄県平和祈念資料館」と「平和の礎」を建設

し、戦争の犠牲になった多くのみ霊を弔い、沖縄戦の歴史的教訓を正しく次世代に伝え、

世界の恒久平和を願い続けております。民間においても、幅広い世代による平和への行

動が様々な場面で行われており、平和を願う輪が広がっています。〈以下、略〉 

                             (2023年 6月 27日) 


